	
	耐　震　改　修(住宅)

	対象
	昭和５７年１月１日以前から所在する住宅
（昭和５７年度の課税台帳に記載されている住宅）
認定長期優良住宅に該当することになった場合は、登記床面積が４０㎡以上２４０㎡以下の住宅（令和８年３月３１日までに改修された住宅については登記床面積が５０㎡以上２８０㎡以下の住宅）

	工事費用
	５０万円を超えるもの

	軽減面積
	１２０㎡まで

	軽減期間
	令和１３年３月３１日までに行われた耐震改修に対し、工事が完了した翌年年度分の固定資産税

通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、２年度分の固定資産税
（※都市計画税には適用がありません）

	減額割合
	２分の１を減額（認定長期優良住宅の場合は３分の２を減額）

	対象となる

改修工事の内容
	建築基準法、耐震改修促進法の耐震基準を満たす壁、床、柱等の耐震化（建築士、指定確認検査機関等が証明できるもの）

	申請に必要な書類


	①住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 

②地方税法施行規則附則第７条第６項の規定に基づく証明書
（増改築等工事証明書※） 

③現行の耐震基準に適合する耐震改修が行われたことが確認できる書類

例）耐震改修工事の設計書、耐震改修工事前後の平面図、耐震改修工事後の耐震診断書、耐震改修工事の写真等

④耐震改修工事の費用が５０万円超であることが確認できる書類 

例）耐震改修工事の領収書及び、明細書または見積書等
⑤認定通知書の写し（認定長期優良住宅の場合）

	申告期限
	改修工事が完了した日から３ヶ月以内

（やむを得ない理由がある場合を除く）
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